
 
 
   
 
 
 

B． 防犯・防災 
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・奨励金は、当事業の利用決定を受けた利用者の支援に対して交付します。 
・利用者は、支援団体の登録とは別に、利用申請を行い、利用決定を受ける必要があります。 
※利用決定を受けていない方への支援の場合、当事業の奨励金交付の対象とはなりません。 
・奨励金の申請締め切りは、支援実施翌年度の 4月 10日です。 
 

8.高齢者等ごみ出し支援事業                           
 
 
■ 事業の趣旨 
当事業は、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、ごみ出しが困難な高
齢者または障害者等の世帯の自宅からごみ集積所までごみ出し支援を行う団体を募集しており、団体の支援
実績に応じて奨励金を交付するものです。 

 

■ 事業主体 

高齢者等ごみ出し支援事業の支援団体（市内に所在する、地域団体、お知り合いやご近所さん同士、町
内会、老人クラブ、学（地）区社会福祉協議会、ボランティアグループ、ＮＰＯ法人 等の任意の 2 名以上
で結成されたグループ） 
※当事業の支援団体として活動するには、市に登録が必要です。 

 

■ 注意事項 

   
 
 
 
 

■ 奨励金の額 

対象 
ごみ出し支援団体へ、支援実績に応じて、AおよびBの奨励金を交付します。 
※支援団体として登録され、年に 1 回でも支援活動をされた場合が対象で
す。 

算式 A.年額：1万円 
B.支援回数に応じた額：100円×支援回数 

 

■ くわしくは（お問い合わせ先） 

 
健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 地域保健係（２階） 
TEL ０７７－５６１－６８６５まで 

  
草津市 HP 

（高齢者等ごみ出し支援事業 支援団体向けページ） 
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1.防犯灯設置事業補助                            
 
 

■ 事業の趣旨 
地域住民が利用する生活道路等において、夜間における歩行者や自転車利用者の通行の安全性の確保を
図り、犯罪や事故の未然防止に資するため、町内会（行政連絡区域を含む。以下同じ。）が実施する防犯灯
設置事業に要する経費の一部を補助するものです。 

 
■ 事業主体  町内会です。 
 
■ 補助制度の内容 

ＬＥＤ防犯灯補助金制度 
 下表のとおりＬＥＤ防犯灯の設置に要する経費を補助します。（円未満切捨） 

 補 助 率 補助金の限度額 

新しく柱等を建てて設置する場合 
（例：関西電力の電柱等ではなく、柱を新設する必要がある） 

１／２ 
１か所につき 
４０,０００円 

既設の電柱等に設置する場合 
（既設の LED以外の照明器具を LEDへ更新する場合を含む） 

１／２ 
１か所につき 
２０,０００円 

 
※申請書は、事業実施の１か月前までに提出してください。 

 
 
■ くわしくは（お問い合わせ先） 

総合政策部 危機管理課 （１階）  
TEL ０７７－５６１－２３２５まで 
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2.自主防災組織の補助                            
 

 
（１）町内会の自主防災活動補助（自主防災組織事業補助金） 
■ 事業の趣旨 

地域住民が自主的な防災活動の促進を図り、コミュニティの振興を図ることを目的として自主防災組織を結

成して実施する事業に要する経費の一部を補助するものです。 

 
■ 事業主体  自主防災組織・自衛消防隊を組織している町内会です。 
 
■ 補助制度の内容(交付決定以前に購入された備品は補助対象外となります。) 
① 運営事業補助 
補助の割合 定 額 10/10 
補助限度額 19,000円 
対象物品 ― 

 
② 備品等購入事業補助 
補助の割合 事業費の 1/2 
補助限度額 500,000円（千円未満切捨） 
対象物品 小型動力ポンプ、浄水装置 

 
③ 備品等購入事業補助 
補助の割合 事業費の 1/2 
補助限度額 200,000円（限度額については、④とあわせて 200,000円）（千円未満切捨） 
対象物品 消火栓器具(消防用ホース、器具収納庫含む)、消火器（中身の詰替、リサイクルシールは対

象外）、組立式水槽、軽可搬式動力ポンプ、消火用バケツ、発電機、投光器、コードリール、
可搬式ウインチ、チェーンソー、エンジンカッター、救助用工具（工具袋・油圧式ジャッキ・番線
カッター・バール・斧・鉄ハンマー・折込鋸）、救急セット（医療品のみの購入は除く）、担架、
車椅子、AED、ヘルメット、法被、ジャンパー、腕章、活動服一式(消火活動用)、消防用長
靴、チェンソー・エンジンカッター保護衣一式（保護メガネ、ゴーグル、耐切創用手袋、下肢の
切創防止用保護衣、耐熱・難燃性のある保護衣）、携帯用無線機、トランシーバー、携帯
拡声器、防災スピーカー(設置工事費含む)、資機材倉庫（設置工事費含む）、鍋、釜類、
かまどベンチ(製作に要する経費含む)、炊飯装置、ガスコンロ(屋外対応)、テント、仮設トイ
レ、リヤカー、避難誘導棒、安全コーン、隊旗、誘導旗、のぼり旗、脚立、はしご、エレベータ用
防災セット(中身のみの購入は除く)、その他市長が特に認めるもの 
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④ 防災啓発事業 
補助の割合 事業費の 1/2 
補助限度額 200,000円（限度額については、③とあわせて 200,000円）（千円未満切捨） 
対象物品 防災啓発誌等（自ら企画立案したもの。）作成に係る印刷製本費等（防災マップやカレンダ

ー等全戸配布するものに限る。） 
 
⑤ 滋賀県自治振興交付金対象防災備品等購入事業 
補助の割合 市補助金額の 1/2 
補助限度額 300,000円（千円未満切捨） 
対象物品 ◆消火用資機材：組立式水槽、可搬式動力ポンプ、小型動力ポンプ 等 

◆救助用資機材：携帯用無線機、発電機、投光器、可搬式ウインチ、チェーンソー、 
エンジンカッター、油圧式ジャッキ 等 

◆その他：炊飯装置、資機材庫、掛矢、ヘルメット、法被、手袋、長靴、担架、雨量計 等 
※注意事項 ・必ず救助用資機材を１品目購入し、事業費が３０万円以上になること。 

・県事業による補助を受けられるのは１回限りとなっています。(２回受けることができません。) 
注） ⑤滋賀県自治振興交付金対象防災備品等購入事業については、前年度中に申請の意思表示を行う
ことが条件になっておりますので、補助を希望される場合は、事前に御相談ください。 
 
（購入例 その１） 
① 運営費 19,000円 
③ チェーンソー・発電機 
 (200,000＋250,000)＝450,000×1/2＝225,000 

200,000円 
(限度額 200,000円) 

補助合計額 219,000円 
 
（購入例 その２） 
① 運営費 19,000円 
③ 資機材倉庫 （165,000）×1/2＝82,500 82,000円 
④ 防災啓発誌 （55,000）×1/2＝27,500 27,000円 

補助合計額 128,000円 
 
（購入例 その３） 
① 運営費 19,000円 
② 小型動力ポンプ 
(1,500,000)×1/3＝500,000 

500,000円 
(限度額 500,000円) 

③ 投光器 
(55,000)×1/2＝27,500 

27,000円 
 

補助合計額 546,000円 
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2.自主防災組織の補助                            
 

 
（１）町内会の自主防災活動補助（自主防災組織事業補助金） 
■ 事業の趣旨 

地域住民が自主的な防災活動の促進を図り、コミュニティの振興を図ることを目的として自主防災組織を結

成して実施する事業に要する経費の一部を補助するものです。 

 
■ 事業主体  自主防災組織・自衛消防隊を組織している町内会です。 
 
■ 補助制度の内容(交付決定以前に購入された備品は補助対象外となります。) 
① 運営事業補助 
補助の割合 定 額 10/10 
補助限度額 19,000円 
対象物品 ― 

 
② 備品等購入事業補助 
補助の割合 事業費の 1/2 
補助限度額 500,000円（千円未満切捨） 
対象物品 小型動力ポンプ、浄水装置 

 
③ 備品等購入事業補助 
補助の割合 事業費の 1/2 
補助限度額 200,000円（限度額については、④とあわせて 200,000円）（千円未満切捨） 
対象物品 消火栓器具(消防用ホース、器具収納庫含む)、消火器（中身の詰替、リサイクルシールは対

象外）、組立式水槽、軽可搬式動力ポンプ、消火用バケツ、発電機、投光器、コードリール、
可搬式ウインチ、チェーンソー、エンジンカッター、救助用工具（工具袋・油圧式ジャッキ・番線
カッター・バール・斧・鉄ハンマー・折込鋸）、救急セット（医療品のみの購入は除く）、担架、
車椅子、AED、ヘルメット、法被、ジャンパー、腕章、活動服一式(消火活動用)、消防用長
靴、チェンソー・エンジンカッター保護衣一式（保護メガネ、ゴーグル、耐切創用手袋、下肢の
切創防止用保護衣、耐熱・難燃性のある保護衣）、携帯用無線機、トランシーバー、携帯
拡声器、防災スピーカー(設置工事費含む)、資機材倉庫（設置工事費含む）、鍋、釜類、
かまどベンチ(製作に要する経費含む)、炊飯装置、ガスコンロ(屋外対応)、テント、仮設トイ
レ、リヤカー、避難誘導棒、安全コーン、隊旗、誘導旗、のぼり旗、脚立、はしご、エレベータ用
防災セット(中身のみの購入は除く)、その他市長が特に認めるもの 
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④ 防災啓発事業 
補助の割合 事業費の 1/2 
補助限度額 200,000円（限度額については、③とあわせて 200,000円）（千円未満切捨） 
対象物品 防災啓発誌等（自ら企画立案したもの。）作成に係る印刷製本費等（防災マップやカレンダ

ー等全戸配布するものに限る。） 
 
⑤ 滋賀県自治振興交付金対象防災備品等購入事業 
補助の割合 市補助金額の 1/2 
補助限度額 300,000円（千円未満切捨） 
対象物品 ◆消火用資機材：組立式水槽、可搬式動力ポンプ、小型動力ポンプ 等 

◆救助用資機材：携帯用無線機、発電機、投光器、可搬式ウインチ、チェーンソー、 
エンジンカッター、油圧式ジャッキ 等 

◆その他：炊飯装置、資機材庫、掛矢、ヘルメット、法被、手袋、長靴、担架、雨量計 等 
※注意事項 ・必ず救助用資機材を１品目購入し、事業費が３０万円以上になること。 

・県事業による補助を受けられるのは１回限りとなっています。(２回受けることができません。) 
注） ⑤滋賀県自治振興交付金対象防災備品等購入事業については、前年度中に申請の意思表示を行う
ことが条件になっておりますので、補助を希望される場合は、事前に御相談ください。 
 
（購入例 その１） 
① 運営費 19,000円 
③ チェーンソー・発電機 
 (200,000＋250,000)＝450,000×1/2＝225,000 

200,000円 
(限度額 200,000円) 

補助合計額 219,000円 
 
（購入例 その２） 
① 運営費 19,000円 
③ 資機材倉庫 （165,000）×1/2＝82,500 82,000円 
④ 防災啓発誌 （55,000）×1/2＝27,500 27,000円 

補助合計額 128,000円 
 
（購入例 その３） 
① 運営費 19,000円 
② 小型動力ポンプ 
(1,500,000)×1/3＝500,000 

500,000円 
(限度額 500,000円) 

③ 投光器 
(55,000)×1/2＝27,500 

27,000円 
 

補助合計額 546,000円 
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（購入例 その４） 
① 運営費 19,000円 

③ 消防用ホース・消火栓器具収納庫・ヘルメット×15 

 （276,000+24,000+22,500）＝322,500×1/2＝161,250 

161,000円 

（限度額 200,000円） 

補助合計額（千円未満切捨） 180,000円 

 
 
 
■くわしくは（お問い合わせ先） 
総合政策部 危機管理課（１階）  
TEL ０７７－５６１－２３２５まで
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（２）学区の自主防災活動補助（減災協働コミュニティ推進事業補助金） 
■ 事業の趣旨 

地域住民が自主的な防災活動の促進を図り、コミュニティの振興を図ることを目的として学区を基本とした団体が

実施する防災・減災事業に要する経費を補助するものです。 

 

■ 事業主体 まちづくり協議会、社会福祉協議会等です。 
 

■ 補助対象および補助金額 
補助の割合 経費の1/2 

補助限度額 50,000円（千円未満切捨） 
対象経費 防災訓練または防災講座に要する次の経費 

・消耗品費、材料費（炊出材料含む）、施設・備品使用料、講師謝金（お茶代含む） 
・防災啓発誌等作成、地区防災計画および計画に基づく地図等に係る印刷製本費（啓
発物品、資料の購入は除く） 

        ※ 補助金の交付は、１学区に対して年１回とします。 

 

■ 補助対象とならないもの例 
 地域の創意工夫による事業実施を推進するため、幅広く補助対象としますが、補助制度の基本理念を逸脱するもの

は補助対象となりませんので、下記を参考にしてください。 

 

補助の対象とならないもの 
・旅費、交通費、施設入館料等 
・訓練・研修時のお茶・弁当代 
・講師手土産代 
・防災運動会などの賞品 
・備品や道具、それらを保管する防災倉庫 

・備蓄食糧品 
・訓練の参加賞 
・まちづくりセンターで貸出可能な備品 
・保険代 
・定期的に発刊している地域の広報紙 

   ※ 各町内会が所有する防災備品を上手く活用するのも良い訓練となります。 

 

 

■くわしくは（お問い合わせ先） 
総合政策部 危機管理課（１階）  

TEL ０７７－５６１－２３２５まで 
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（購入例 その４） 
① 運営費 19,000円 

③ 消防用ホース・消火栓器具収納庫・ヘルメット×15 

 （276,000+24,000+22,500）＝322,500×1/2＝161,250 

161,000円 

（限度額 200,000円） 

補助合計額（千円未満切捨） 180,000円 

 
 
 
■くわしくは（お問い合わせ先） 
総合政策部 危機管理課（１階）  
TEL ０７７－５６１－２３２５まで
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（２）学区の自主防災活動補助（減災協働コミュニティ推進事業補助金） 
■ 事業の趣旨 

地域住民が自主的な防災活動の促進を図り、コミュニティの振興を図ることを目的として学区を基本とした団体が

実施する防災・減災事業に要する経費を補助するものです。 

 

■ 事業主体 まちづくり協議会、社会福祉協議会等です。 
 

■ 補助対象および補助金額 
補助の割合 経費の1/2 

補助限度額 50,000円（千円未満切捨） 
対象経費 防災訓練または防災講座に要する次の経費 

・消耗品費、材料費（炊出材料含む）、施設・備品使用料、講師謝金（お茶代含む） 
・防災啓発誌等作成、地区防災計画および計画に基づく地図等に係る印刷製本費（啓
発物品、資料の購入は除く） 

        ※ 補助金の交付は、１学区に対して年１回とします。 

 

■ 補助対象とならないもの例 
 地域の創意工夫による事業実施を推進するため、幅広く補助対象としますが、補助制度の基本理念を逸脱するもの

は補助対象となりませんので、下記を参考にしてください。 

 

補助の対象とならないもの 
・旅費、交通費、施設入館料等 
・訓練・研修時のお茶・弁当代 
・講師手土産代 
・防災運動会などの賞品 
・備品や道具、それらを保管する防災倉庫 

・備蓄食糧品 
・訓練の参加賞 
・まちづくりセンターで貸出可能な備品 
・保険代 
・定期的に発刊している地域の広報紙 

   ※ 各町内会が所有する防災備品を上手く活用するのも良い訓練となります。 

 

 

■くわしくは（お問い合わせ先） 
総合政策部 危機管理課（１階）  

TEL ０７７－５６１－２３２５まで 
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3.街頭防犯カメラ設置補助                           
 

 
■ 事業の趣旨 

こどもを狙った誘拐事件等が全国的に発生している中、いかにして効果的な防犯活動を実施していくかというこ
とが大きな課題となっています。 
防犯カメラの設置による犯罪抑止力の向上はもとより、危険箇所の調査や防犯カメラの設置場所の検討を
通して、防犯意識の向上と、防犯活動の活性化を図り、犯罪が起こりにくい街づくりを支援します。 
  

■ 事業主体  まちづくり協議会、町内会です。 
 
■ 補助制度の内容 

補助要件 

犯罪の起こりやすい危険箇所を調査したうえ、その成果を小学校区ごとに取りまと
めた学区別防犯マップ（たたき台含む）を作成し、危険箇所の把握ができている
こと、また、既に防犯マップを作成している学区は、防犯パトロール等を実施いただく
ことが補助要件です。 

補助対象経費 
防犯カメラ・記録装置・明示看板およびその設置または更新にかかる経費 
（保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費等を除く。） 

補助限度額 ３００，０００円 
補助割合 １０／１０ 
補助台数 市全体で１４台 

申請方法 
危険箇所等の調査結果に基づき、防犯カメラの設置を要する場所について、学区
内の意見をとりまとめた上、学区に配分された台数の枠内で管理主体となる団体
から申請してください。令和７年度の台数配分は別途御案内します。 

留意事項 
記録された映像の閲覧方法はカメラごとに異なります。映像の閲覧にカメラ以外の
機器（モニターやパソコン等）が必要な機種を購入される場合は、町内会等で必
要な機器が準備されているか確認の上で申請してください。 

 
 
■ くわしくは（お問い合わせ先） 

総合政策部 危機管理課 （１階）  
TEL ０７７－５６１－２３２５まで 
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1.ごみ集積所整備事業補助                   
■ 事業の趣旨 

ごみ集積所の適正な管理、ごみ出しマナー、ならびにまちの美観の向上のため町内会が実施するごみ集積
所の設置に要する経費の一部を補助するものです。 

■ 事業主体  町内会です。（申請者は町内会長です。） 

■ 補助対象となるごみ集積所 

   ごみ集積所の新設、建替、移設、改修で、次に掲げる要件のすべてを満たしたとき。 

面  積 １．５㎡以上 
構  造 屋根付き、三方壁または網かご式、一辺が開閉式扉になっているもの 
高  さ ６０ｃｍ以上 
維持管理 町内会 

※過去に補助を受けたことのある集積所については、補助から１０年以上を経過したものに限ります。 
■ 補助対象となる経費 

事業に要する経費の２分の１に相当する額で、補助限度額は下記のとおり 

（新設・建替） １００，０００円、（移設・改修） ５０，０００円 

■ 注意事項 

 

 
 
 
 
 
 
■ くわしくは（お問い合わせ先）  

環境経済部 資源循環推進課 資源循環推進係（草津市立クリーンセンター内） 
TEL ０７７－５６２－６３６１まで 

 

・事業を計画される町内会は、必ず事前に御相談ください。 
・申請書は郵送あるいは草津市役所１階の環境政策課を通じて、資源循環推進課へ提出いただくことが可
能です。ただし、この場合は、資源循環推進課へ到着してから補助要件を満たしているかの確認をすること
となります。補助要件を満たしたことを確認した順に補助金の交付を決定します。 

・ごみ集積所の設置や改修は、必ず整備前に申請し交付決定通知を受け取ってから実施してください。なお、
整備事業費が変更になる場合、補助金額が変更となる可能性がありますので、早急にご連絡ください。 

・交付決定を受けた年度内に必ず整備事業を完了してください。 
・申請件数によっては、計画時期を調整させていただく可能性もあります。 
・申請多数となりました場合は、翌年度以降の対応となりますことを、御了承願います。   
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